
取り組み状況（Ｒ6） これまでの取り組み状況（H29～R6）
累積
評価

 １  くらしを支える
上下水道

（１） 安心できる水の確保
(P48)

① 水源域の適切な保全 森林整備（整備面積6.7ha）を実施したほか，水資源保全地域における
土地取引情報を確認しました。

森林整備（整備面積67.2ha/8年）を実施したほか，水資源保全地域に
おける土地取引状況を確認するなど，水源域の保全に向けた取り組
みを進めました。 Ｂ

（２） 安定取水の確保
(P48)

① 新規水源整備 尾札部川取水施設の建設工事を実施しました。 渇水期における水源水量の確保のため，尾札部地区の水源について
調査・検討を行い，尾札部川の水利権を取得しました。また，取水地点
追加の水道事業変更認可を取得し，安定取水の確保に向けた取り組
みを進めました。

Ｂ

（３） 安全な水の供給
(P49)

① 水質管理体制の充実 水質検査機器を更新したほか，国や道が実施する外部精度管理への
参加や内部精度管理の実施による検査精度の維持・向上に努めまし
た。

水質検査機器の更新や，国や道が実施する外部精度管理への参加な
ど，検査精度の向上に向けた取り組みを進めました。

Ｂ

② 浄水場ろ過設備の整備 古部浄水場に膜ろ過設備を整備しました。 古部浄水場に膜ろ過設備を整備しました。（R6完了)

Ａ

（４） 水道施設機能の保全
(P50)

① 老朽施設の計画的な更新と
施設規模の適正化

老朽配水本管および配水管を更新しました。（φ600㎜　L=1,300m，φ
100～200㎜　L=１,300m）

元町高区配水池改修の実施設計委託を実施しました。

（５） 適切な給水装置管理の
推進
(P52)

① 指定給水工事事業者との連携 事業者向け広報紙の発行などによる情報提供に努めました。 事業者向け広報紙の発行や説明会の開催などによる情報提供を行
い，指定給水工事事業者との連携強化を図りました。

Ｂ

（６） 下水道の普及促進
(P53)

① 汚水管の整備 下水道未普及地区において汚水管の整備を実施しました。（φ200㎜
L=331m)

下水道未普及地区において汚水管の整備を進め，下水道の処理区域
を拡大しました。（φ100～200㎜　L=4,308m/8年 ）

Ａ

② 水洗化の普及促進 下水道処理区域に編入された家屋への戸別訪問（2件），通知文送付
（5件）や，未水洗家屋への水洗化要請文（1,522戸）の送付により水洗
化の普及促進に努めました。

下水道処理区域に編入された家屋への戸別訪問や，未水洗家屋への
水洗化要請文の送付など，水洗化の普及促進に向けた取り組みを進
めました。 Ｂ

（７） ① 老朽管渠を更新しました。（φ250～1800㎜　L=1,089m）

汚泥処理施設電気計装設備などを更新しました。

② 不明水対策の推進 谷地頭地区，旭岡地区において不明水の原因となる桝の修繕やマン
ホール蓋を更新しました。

不明水の原因となる桝の修繕やマンホール蓋の更新を実施するなど，
不明水対策の取り組みを進めました。

Ｂ

（８） 公共用水域の水質保全
(P55)

① 放流水質の適正管理 南部下水終末処理場の水質検査機器を更新するとともに，雨水貯留
管を適切に運用しました。

事業場排水に対する水質指導，監視を実施しました。（1,205事業場に
対して延べ1,071件の指導・監視を実施）

（９） 温泉の安定供給
(P56)

① 温泉供給設備の計画的な更新と
供給量の適切な管理

温泉供給設備を更新しました。（供給本管 L=158m，揚湯ポンプ2基）

温泉資源保護のため温泉水位などの観測を実施し，利用者に対して
供給量の縮減を要請しました。（89戸中40戸で実施）

老朽管渠を更新（φ250～1800㎜　L=21,736m/8年）したほか，南部下
水終末処理場の設備を適正規模で更新するなど，老朽施設の更新と
施設規模の適正化を図りました。 Ｂ

上下水道事業経営ビジョンにおける主要施策の取り組み状況と評価

基本方針 施策目標
（経営ビジョン該当頁）

主要施策

老朽配水本管および老朽配水管を更新（φ600㎜  L=2,600m/2年，φ
100～350㎜　L=29,600m/8年）したほか，将来の水需要を見据え浄水
能力を見直すなど，老朽施設の更新と施設規模の適正化を図りまし
た。

赤川高区浄水場ろ過池棟建設工事を実施しました。（R2完了)

② 貯水槽水道の適切な管理 企業局だよりによる利用者への情報提供などにより，貯水槽の適切な
管理の推進や直結給水方式の普及促進に努めました。

企業局だよりによる利用者への情報提供や，事業者向け説明会での
情報提供などにより，貯水槽の適切な管理の推進や直結給水方式の
普及促進に努めました。 Ｂ

老朽施設の計画的な更新と
施設規模の適正化

下水道施設機能の保全
(P54)

Ｂ

Ａ：完了した・計画を上回っている　　　　Ｂ：概ね計画どおりに進んでいる　　　　Ｃ：計画を下回っている　　　　Ｄ：著しく計画を下回っている　　　　－：評価なし　　

南部下水終末処理場の水質検査機器を更新するとともに，雨水貯留
管を適切に運用したほか，事業場排水に対する水質指導，監視を実施
するなど，放流水質の適正管理に努めました。 Ｂ

温泉供給設備を更新（供給本管 L=4,523m/8年，揚湯ポンプ16基/8
年）したほか，温泉水位などの観測や利用者に対する供給量の縮減要
請など，温泉の安定供給に向けた取り組みを進めました。 Ｂ



取り組み状況（Ｒ6） これまでの取り組み状況（H29～R6）
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上下水道事業経営ビジョンにおける主要施策の取り組み状況と評価

基本方針 施策目標
（経営ビジョン該当頁）

主要施策

 ２  災害に強い
上下水道

（１） 地震対策の推進
(P57)

① 水道施設の耐震化 老朽配水本管および配水管の更新に併せて耐震化を実施しました。
（耐震化延長 L=2,600m）
赤川高区第1配水池改修の実施設計委託を実施したほか，旭岡浄水
場の耐震診断を実施しています。

老朽配水管の更新に併せて耐震化を実施しました。
（耐震化延長 L=32,200m/8年）
赤川高区浄水場ろ過池棟建設工事に併せて耐震化を実施しました。
（R2完了)

Ｂ

② 下水道施設の耐震化 老朽管渠の更新に併せて耐震化を実施しました。（耐震化延長
L=720m）

老朽管渠の更新に併せて耐震化を実施しました。（耐震化延長
L=10,747m/8年）

Ｂ

（２） 浸水対策の推進
(P59)

① 雨水管の整備 昭和4丁目などで雨水管を整備しました。（φ1200～1350㎜　□1500×
1500㎜　　L=136m）

日吉町４丁目や昭和町，亀田港町などで雨水管を整備しました。
（φ250～1350㎜ほか　L=3,692m/8年）

Ｂ

② 雨水流出抑制対策の強化 大規模な土地利用を計画している事業者に対して，雨水処理について
の助言・指導を実施しました。（26件 計558㎥/hの流出抑制効果）

大規模な土地利用を計画している事業者に対して，雨水処理について
の助言・指導を実施しました。（95件 計4,437㎥/hの流出抑制効果/8
年） Ｂ

（３） 災害対応力の向上
(P60)

① 災害対策マニュアルと訓練の
充実化

上下水道事業のＢＣＰ
※1

に基づく訓練等の実施および上下水道ＢＣＰ
の見直しを行いました。また，企業局災害時活動要領および対応マ
ニュアルの津波災害時の対応等について改訂しました。

上下水道事業のＢＣＰに基づく訓練を実施するとともに，ＢＣＰや災害
対策マニュアルの内容を見直し充実化を図りました。

Ｂ

② 公民連携の推進 民間事業者と合同で訓練などを実施したほか，大雨時における溢水対
応を継続して実施しました。

民間事業者との合同訓練の実施や大雨時における浸水防止体制の
強化を図ったほか，民間事業者と連携して給水拠点を整備しました。ま
た，能登半島地震に伴う応急復旧活動を，民間事業者と共に実施する
など，公民連携の取り組みを進めました。

Ｂ

③ 広域連携の推進 日本ダクタイル協会による管路の強靭・持続に関する検討会に参加し
他都市と情報交換するなど，広域的な応援態勢の充実を図りました。

他都市との合同訓練への参加や，北海道下水道災害時維持修繕協定
の締結，被災地への災害派遣など，広域連携の取り組みを進めまし
た。 Ｂ

④ 災害時資器材の確保 備蓄品や災害時資機材を購入し，充実を図りました。 災害時非常食や災害時資機材の充実を図るなど，災害時に必要な資
機材の確保に向けた取り組みを進めました。

Ｂ

 ３  信頼される
事業運営

（１） 健全な事業経営の推進
(P61)

① 適正な料金体系の検討 他都市の料金体系等について調査を実施しました。また，賦課データ
を基にした実態把握調査を実施しました。

将来の水需要の減少を見据え，料金体系に関する調査を実施したほ
か，賦課データを基にした実態把握調査を実施するなど，適正な料金
体制に関する調査研究を進めました。 Ｂ

② 収納率の向上 停水対応が困難な滞納者への対策を実施しました。 停水対応が困難な滞納者や悪質な滞納者に対する取り組みを強化し
たほか，口座振替払新規加入キャンペーンやモバイル決済の導入な
ど，収納率の向上に向けた取り組みを進めました。 Ｂ

③ コスト縮減の取組推進 令和元年度からの赤川高区浄水場プラント設備更新整備等事業

（DBO方式
※2

）を継続して実施しています。

赤川高区浄水場プラント設備更新整備等事業は，民間活力の導入に

向けた検討を進め，ＰＦＩ
※3

手法のひとつであるＤＢＯ方式により令和元
年度から事業を実施しています。 Ｂ

④ アセットマネジメントに基づく
投資財政計画の策定

水道事業アセットマネジメント業務委託を実施しました。 公共下水道事業のストックマネジメント計画を策定し，アセットマネジメ
ントに向けた取り組みを進めました。

Ｂ

⑤ 人材育成の推進 若手職員育成研修の新たな職員研修の実施や外部団体主催研修へ
の参加などにより，職員の能力開発に努めました。（実施件数40件，延
べ95名参加）

各種マニュアルの整備や職員研修の実施，外部団体主催研修への参
加などにより，職員の能力開発に努めたほか，全国規模の会議におい
て研究発表を行うなど，人材育成を推進しました。 Ｂ

Ａ：完了した・計画を上回っている　　　　Ｂ：概ね計画どおりに進んでいる　　　　Ｃ：計画を下回っている　　　　Ｄ：著しく計画を下回っている　　　　－：評価なし　　
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上下水道事業経営ビジョンにおける主要施策の取り組み状況と評価

基本方針 施策目標
（経営ビジョン該当頁）

主要施策

 ３  信頼される
事業運営

（２） 効率的な組織づくり
(P62)

① 効率的な組織体制の構築 事務事業・組織機構の見直しを行い，職員数の適正化を図りました。 業務の委託範囲の拡大や日本水道協会全国会議に伴う組織機構の
見直しを図ったほか，各課の業務分析を行うなど，効率的な組織体制
の構築に努めました。 Ｂ

② 公民連携の推進による
効率的な事業の運営

運転管理業務に係る民間事業者との合同訓練を実施しました。
（R6.11，R7.3）

南部下水終末処理場や水道料金等徴収の業務委託内容を拡大した
ほか，運転管理業務に係る民間事業者に対する技術指導や合同訓練
を実施するなど，公民連携の推進による効率的な事業運営に向けた
取り組みを進めました。

Ｂ

（３） 透明性の高い事業運営
(P63)

① 情報提供の充実 企業局だより（年3回）の発行やラジオ，市電広告による情報提供を実
施したほか，マンホールカードの配付（7,900枚/年）や，GLAYマンホー
ルの展示および路面設置を実施しました。

企業局だよりの発行やラジオ，市電広告による情報提供を実施したほ
か，マンホールカードの配付（42,300枚/8年）や水道創設130周年記念
事業を実施するなど，情報提供の充実化を図りました。また，ポケモン
マンホールやGLAYマンホールを設置しました。

Ｂ

 ４  環境対策の推進 （１） 環境負荷の低減
(P64)

① 省エネルギー対策の推進 アクロス十字街庁舎の照明器具LED化の調査を実施しました。 上下水道施設において施設照明のＬＥＤ化や，省エネルギー型設備の
導入によりＣＯ2排出量を削減しました。（削減効果624t/8年）また，ア
クロス十字街庁舎の照明器具LED化の調査を実施しました。 Ｂ

※１　BCP（Business Continuity Plan（ビジネス・コンティニュティ・プラン）の略，業務継続計画）

・・・災害，事件，事故の状況に見舞われても，その状況への対応だけでなく，それぞれの組織において日常行っている業務の中断により，社会的混乱を最小限にとどめるため，優先的に対応

すべき業務を継続する方法および行動手順を定めた計画のこと。

※２　DBO（Design Build Operete（デザイン・ビルド・オペレイト）の略）方式

・・・公共団体が施設の建設費用の資金調達を行い，民間の事業者に施設の設計（Design），建設（Build），運営（Operate）を一体的に委託する事業方式のこと。

※３　PFＩ（Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）の略）

・・・公共施工等の設計，建設，維持管理および運営に，民間の資金とノウハウを活用し，公共サービスの提供を民間主導で行うことで，効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図ること。

Ｂ

Ａ：完了した・計画を上回っている　　　　Ｂ：概ね計画どおりに進んでいる　　　　Ｃ：計画を下回っている　　　　Ｄ：著しく計画を下回っている　　　　－：評価なし　　

② 利用者との
コミュニケーションの促進

上下水道施設見学会を実施したほか，水道週間および下水道の日に
併せて小学生の図画・習字展を開催しました。また，経営懇話会を開
催し，上下水道事業についての意見を求めました。（令和6年度4回開
催）

小学生向けの上下水道施設見学会の開催や，水道創設130周年記念
事業を実施したほか，経営懇話会を開催し意見を求めるなど，利用者
とのコミュニケーションを促進し，市民ニーズを事業運営に反映させる
取り組みを進めました。

Ｂ

② 資源の有効活用の推進 赤川高区浄水場内の小水力発電設備による安定した発電（1,442千
kWh/年）を行ったほか，南部下水終末処理場で発生する消化ガスにつ
いては発電やボイラーの燃料として利用し，下水汚泥の乾燥ケーキに
ついてはセメント原料化・肥料原料化を実施しました。また，旧市内，東
部地区において漏水調査および修繕を実施しました。

小水力発電設備による安定した発電（12,192千kWh/8年）を行ったほ
か，南部下水終末処理場で発生する消化ガスについては発電やボイ
ラーの燃料として利用し，下水汚泥の乾燥ケーキはセメント原料化・肥
料原料化を実施し，資源の有効活用に向けた取り組みを進めました。
また，漏水調査および修繕を実施しました。


